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会   報 (1199 年年第第３３号号))        http://shimin-me.net 

市民の目フォーラム北海道の活動は、カンパで支えられています。 

 

ＣＥＦＨの活動 

19.10.1「市民の目フォーラム北海道」相談受理状況 

平成 19.7.1～9.30 ( )内は累計で内数 

相 談 等 の 内 容 相談者区分 

手段 メール 電話 その他 
警察職

員ＯＢ 

一般 

市民 
計 

警察関 

係相談 

等 

苦情  (10) 6(14)   6 (24)  6 (24) 

相談  3 (7) 9 (14) 2 (5) 8(9) 6 (17) 14 (26) 

要望  (2)  (2)   (2) 

情報提供  (5)  1 (1) 1 (2) 1 (4) 1 (4) 2 (8) 

その他 3 (5)  (1) (1)  3(7) 3 (7) 

その他の相談    (1)    (1)       (1) (1)  (2) 

合計 6 (28) 16 (33) 3 (8) 9 (16) 16(53) 25(69) 

＊市民の皆さん、警察問題だからと言って泣き寝入りせず遠慮なくﾒｰ

ﾙや電話（050-7524-8995）で相談して下さい。相談は無料です。 

情報公開請求のとりまとめ（Ｈ１９．７．１～９．３０） 

① 19. 8.10(金) 道警本部長に「あき交番」に関する情報開示請求 

② 19. 8.28(火) 道警察本部長と道知事に「19年度予算」情報公開請求 

19.9.7(金)道警察本部長を提訴 道警不正を追及する市川守弘弁護士 

北海道警察の裏金追及で全国に知られた札幌の市川守弘弁護士

は、CEFHのホームページでもたびたび紹介している。道警ＯＢ

が提訴した道新裁判に補助参加したジャーナリストの大谷昭宏

氏と作家の宮崎学氏の代理人として活動中だが、そのほかにも北

海道警察の不正追及に向けて精力的に活動しているので、今回は

その一部を紹介する。 

１ 警察官が被害者を逮捕した？    

 ８月３１日札幌地方裁判所で、北海道警察などの違法な逮捕・

勾留で精神的な苦痛を受けたとする青森県の男性が北海道と国

を相手取って慰謝料２００万円の支払いを求める訴訟の第１回

口頭弁論が開かれた。原告の代理人は市川弁護士である。原告が

主張する事件は、二人組の男に因縁をつけられ１１０番通報をし

たところ、駆けつけた警察官に逆に銃刀法違反容疑で現行犯逮捕

され８日間逮捕・勾留されたが不起訴処分になったというものだ。 

 

２ 「適正執行」があるから「不適正執行」も開示できない？ 

 9月4日、市川弁護士が原告となり道警察本部長を相手取って、

札幌地裁に「公文書一部非開示決定処分取消」を求め訴訟を提起。

提訴に至るまでの経過を簡単に説明する。市川弁護士は、平成 17

年 4 月 18 日、道警察本部長に対して「北海道警察本部銃器対策

課（以下「銃対課」）の平成 12年 4月から同１４年６月までに作

成した「一切の会計書類」について情報開示請求をしたが、道警

察本部長は非開示の決定をした。非開示の理由は、開示すること

により犯罪捜査等の秘匿を要する警察活動に支障が生ずるおそれ

があるということだ。その前提として開示請求された会計書類に

は「適正執行分」と「不適正執行分」が混在していて「不適正執

行分」を開示すると「適正執行分」の内容も明らかになるのです

べて開示できない、とする。市川弁護士は、これを不服として北

海道公安委員会に対して審査請求を申し立てたが、平成 19年 3  

月４日棄却された。                        

19.9.23(日) 「Ｇ８サミット市民フォーラム北海道」に参加 

９月２１日、札幌市北区の札幌エルプラザで、来年７月の北海道

洞爺湖サミットに向け、同サミットを市民に開かれたものにする

ために道内のＮＰＯ法人など３５団体が結成した「Ｇ８サミット

市民フォーラム北海道」の設立ミーティングが開催された。 

「市民の目フォーラム北海道」にも参加の呼びかけがあったため、

当フォーラムの原田宏二代表ほか数人の会員が参加した。 

 当フォーラムでは、「Ｇ８サミット市民フォーラム北海道」の構

成団体として参加することとし、総理大臣、北海道知事、警察庁

長官、北海道警察本部長などに対して、税金の無駄遣い、「テロ対

策」に名を借りた過剰警備などについて提言を行っていく予定だ。 

警察関連ＮＥＷＳ（抜粋分）                                                        
19. 9.15(土) 函館の銃撃戦 危険な警察の初動捜査？ 

今年に入ってから全国各地で暴力団員によるけん銃発砲事件が多

発している。 

① ４月１７日 前長崎市長が指定暴力団山口組系水心会幹部に 

けん銃で射殺された事件  

② ４月２０日 東京都町田市の指定暴力団極東会系暴力団のけ  

ん銃乱射事件  

③ ５月１７日 愛知県長久手町の元暴力団員によるけん銃発 

砲・立て籠もり事件 

と、暴力団関係者によるけん銃発砲事件が連続的に発生した。 
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そしてまた、９月１１日深夜、函館市内で指定暴力団住吉会系暴

力団員が、警察官との銃撃戦で射殺される事件が発生した。この

事件は、新聞等のニュースによるとこうだ。１０日午後１０時こ

ろ函館市内中心部から車で４０分くらいのところに位置する亀

田郡西大沼所在のホテル前で、けん銃を持った男が同ホテルへ出

入りしている業者（女性）を脅し、女性の乗用車を奪い函館方面

に逃走したため、ホテル従業員が１１０番通報した。通報を受け

た警察では、強盗事件として緊急手配をかけて捜査中の１１日午

前０時ころ、パトカーが手配車両を発見し、現場から約１５Kｍ

離れた函館市昭和町で道警函館方面本部地域課のパトカー（警察

官２名）が手配車両を停止させた。そして容疑者の車とパトカー

が向き合う形で数メートルの至近距離に近づいた瞬間、容疑者が

車から降り、パトカーを運転していた警部補に向けて拳銃 2発を

発砲、うち 1発が警部補の右腕を貫通した。危険を感じたパトカ

ー助手席の巡査部長は、車外に出て３発を威嚇射撃したが、男は

数歩の距離で巡査部長に銃口を向けていたため、危険を感じた巡

査部長は、さらに２発を発射したところ、男の背中と腹部に命中

した。容疑者の男は、殺人未遂の現行犯で逮捕された後、函館市

内の病院に搬送されたが、午前１時２０分、搬送先の病院で死亡

した（これを第２事件と呼ぶ）。警察では「これ以上の被害拡大

を防ぐため発砲した。凶悪犯人に対し、適正な職務行為と思う。」

とお定まりのコメントをしたが、この事件の前に別の事件があっ

たことが明らかになった。北海道新聞によると、警察官に射殺さ

れた男は、事件の前日の９月１０日の午前８時２０分過ぎ、JR

函館駅ホームで男性客にけん銃ようのものを突きつけ「列車に乗

れ」と脅したという事件があったというのだ（これを第１事件と

呼ぶ）。これを目撃した乗客らが停車中の特急列車の車掌に連絡、

車掌は同支社を通じて道警函館方面本部鉄道警察隊に連絡する

とともに同支社の社員らが付近を捜したが、容疑者は見つからな

かった。 同駅構内で容疑者に威嚇された乗客はほかにもおり、

一部の乗客が函館駅前交番に通報、函館西警察署員が捜したが、

既に立ち去っていたのか容疑者を発見できなかった。また、JR

函館駅員も、容疑者らしい男が午前 8時 25分ころ、改札を抜け

外へ出る姿を目撃している。第１事件のあったＪＲ函館駅は、平

日の午前８時半前後といえば通勤・通学のラッシュが一段落した

時ではあるが、旅行客などの利用客はいると駅員は言う。その駅

のホームにけん銃を持った男がいたのだ。けん銃が本物かどうか

は関係ない。少なくても危険を感じた市民が、警察に通報してい

るのだ。第２事件の後に、警察は「これ以上の被害を拡大しない

ために発砲した」というコメントをしているが、警察は第１事件

の銃撃戦の少なくても１５時間以上も前にけん銃らしい物を持

った男がＪＲ函館駅付近に出現していたことを知っていたのだ。 

 けん銃を持っている可能性のある男が函館市内を徘徊している

事態、つまり「被害が出てもおかしくない状況」があったことは

間違いないだろう。警察がこうした情報を知ったときに警察とし

てどんな措置を取るべきか、北海道警察で刑事畑の経験が長く警

察署長を経験した警察ＯＢに聞いてみた。それによると、通報を

受けた警察官が警察署の当直や警察本部の通信指令室にどんな報

告をしたのかは不明だが、新聞にあるような内容を報告したこと

を前提に、次のような初動捜査が必要だと指摘した。 

①目撃者等から状況を詳しく聞き、容疑者の人相、着衣などを確

認するほか、けん銃が本物かどうかを判断する。 

②当直の警察官、機動捜査班、機動鑑識班、交通機動隊、自動車

警ら係を出動させ、現場周辺について集中的に検索を実施し容疑

者を発見する。 

③駅周辺のホテル、モーテル、サウナなどの宿泊施設の聞き込み

と手配、タクシー・バス会社など交通機関への手配をする。 

④けん銃を持っている可能性がある。従って営業開始直前の銀行

などの金融機関への警戒手配をする。 

⑤けん銃が隠匿されそうな駅構内のロッカーやトイレなどの検索

をする。 

⑥駅などの防犯カメラをチエックし容疑者を特定する。 

           

  第２事件の後になってから、容疑者の犯行前の足取りなどが

次々と判明してきた。報道の内容をまとめてみた。                                              

 容疑者は、９月８日空路釧路空港に到着し、釧路市内で暴力団

関係者からけん銃を入手したとみられ、９日午後６時前 JR 南千

歳駅からタクシーに乗車し「函館方面へ」と指示し、高速道路（道

央道）を経由して国道５号線を南下した。男は冗舌で、運転手に

「佐久（長野県佐久市）まで行ってくれ」「自分は韓国籍だ」と話

しかけ、刑務所での経験を語り、「シャブ（覚せい剤）をやってい

る」「刑務所に入りたくないから警察に捕まったら銃撃戦だ」など

と話したという。午後８時前、JR八雲（やくも）駅付近（函館市

内から車で約１時間半のところに位置する）で燃料が足りなくな

ったため、男は同駅前で八雲町内のタクシーに乗り換え、午後９

時ころ JR 函館駅前に到着、下車したという。その後の容疑者の

足取りは不明だが、前述したように１０日の午前８時２０分ころ

には、ＪＲ函館駅に現れている。そして容疑者は、ＪＲ函館駅を

出た後タクシーで渡島管内七飯町西大沼のホテルに向かいチエッ

クインしている。その日の夜に第２事件が起きた。午後１０時こ
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ろに同ホテル前で、同ホテルの出入り業者の女性をけん銃で脅し

車を奪って逃走し、その２時間後にパトカーに発見されて銃撃戦

となった。報道によると、容疑者の言動から覚せい剤を使用した

様子が窺われ、血液から覚せい剤反応があったという。こうした

ことからも、第１事件当時には、所持していたけん銃をいつ発砲

してもおかしくない精神状態にあったのではないかと推測され

る。覚せい剤の使用者が、異常な行動に出た事例は多い。 

 非常に危険な状態にあったのだ。第２事件の発端になった女性

から乗用車を奪う際に、よくも発砲しなかったものだ。幸いなこ

とに、この女性にも怪我はなかった。タクシー運転手もよくタク

シー強盗の被害に遭わなかったものだ。函館では昨年、タクシー

運転手被害の強殺事件が発生し未解決のままだ。タクシー運転手

は、おそらく気味悪かったと思う。第１事件のあった午前８時２

０分前後の時間帯の警察と言えば、当直勤務交代直前であり、前

日からの当直勤務も終わろうとしているときだ。この時間帯は、

当直の警察官にとって緊張がとぎれ、警戒態勢に空白が生じ易い

時間帯である。この情報が、現場から道警函館方面本部の通信指

令室に報告されていたかどうかは分からない。報告を受けた当直

幹部が「まさか本物の拳銃ではあるまい」と軽く考えた可能性も

ある。第１事件の警察の初動捜査に問題がなかったのか、先ほど

の警察ＯＢが指摘した捜査は展開されていたのだろうか、筆者は、

早速ＪＲ函館駅に出向いた。最初に、JR 函館駅改札口の職員に

聞いてみた。１０日朝の届出を扱った職員ではないが、当時、改

札窓口に居合わせた職員である。「（第１事件の）届出のあったの

は知っています。鉄道警察隊の動きは、普段の駅周辺や構内のパ

トロール警戒していたのと変わりないように見えました。駅前交

番のお巡りさんや刑事の人が慌しく動いていた様子もありませ

んでした。」と言う。つまり、この駅員には、警察官が容疑者を

発見するために動き回っていたようには見えないと言うことだ。

偶々、ＪＲ函館駅構内で顔見知りの鉄道警察隊の幹部に会った。

第１事件のあった１０日の朝の出来事を聞こうとしたとたん、急

に顔を曇らせて話題をそらし、話には乗って来なかった。筆者は、

聞かれては困ることがあるのだなと感じたので、それ以上は追及

しなかった。続いてＪＲ函館駅前に立ち並ぶ２軒のホテルを訪問

した。１０日の朝やそれ以後に、制服や私服の警察官がフロント

へ聞き込みにきた事実があるかどうかを確認するためである。結

果は、両ホテルとも、この事件で警察官が聞き込みに来た事実は

ないとの回答であった。タクシー会社へも行ってみた。このタク

シー会社は、函館市内の大手の会社でＪＲ函館駅前には、同社の

タクシー多数が客待ちをしている。タクシー会社の配車係の話は

こうだった。「あぁ、１１日の事件（第２事件）があった時は、

メールで手配がありましたよ。でも１０日（第１事件）のときは、

メールでの手配も警察官の聞き込みもありませんでした。」 この

メール手配とは、こんなシステムらしい。事件が発生すると警察

の１１０番を受理する通信指令室から一斉に、函館市内のタクシ

ー会社のパソコンにより事件の内容や犯人の人相、着衣などが知

らされるシステムだ。そしてタクシー会社の配車係は、この警察

からの手配内容を無線等で運転手に知らせることになっている。

容疑者が宿泊した大沼のホテルでも聞いてみた。フロントの話で

は、警察からは１０日の午前中には何の手配もなかったという。

もし、１０日の午前中に警察からタクシー会社やホテルに手配が

あれば、容疑者が大沼のホテルにチエックインしたことが判明し

たはずだ。そうすれば、乗用車強奪事件も 11 日未明の銃撃戦も

発生しなかった可能性がある。もちろん、筆者の調査は不十分な

ものではある。しかし、北海道新聞をはじめマスコミ各社の報道

では、９月１０日のＪＲ函館駅の出来事を報じてはいるが、筆者

の知る範囲では警察の初動捜査の問題を指摘した記事にはお目に

かかれなかった。そこで、今回の記事を書いた北海道新聞函館支

社の記者にも聞いてみた。１０日の事件（第１事件）の認知、立

ち上がり捜査は、警察の発表を聞いて「（警察は）できる範囲のこ

とをやったと思っています。それ以上のことを突っ込んで聞いて

いません。」との答えが返ってきた。筆者は、北海道新聞の取材現

場では、道警の裏金報道以来、道警との間で取材を巡って様々な

軋轢が生じ、それがいまだに尾を引いていることを聞いている。

そこで「市民の目フォーラム北海道」の原田宏二代表から北海道

新聞本社の「読者センター」にも電話で照会して貰った。その結

果は次のとおりであった。９月１２日の北海道新聞の朝刊の記事

には、ＪＲ函館駅にけん銃のようなものを持った男がいるとの通

報を受けた警察が、その時点でどんな対応をしたのかが、あまり

詳しくは書かれていないのはどうしてなのかと聞いてみた。応対

した社員は、警察の取材の現場に道警との軋轢が尾を引いている

ことを認めた上で「警察の発表は、容疑者の足取りの説明に移っ

てしまい、問題の部分を飛ばしたのかも知れません」と説明した

が、取材の詳しい状況は承知していなかった。そこで、９月１０

日のＪＲ函館駅での出来事（第１事件）について、警察の初動段

階での対応内容を取材し、その結果を報道するように要望した。

最後に、道警函館方面本部総務課広報係に電話で聞いてみた。OB

であることと氏名を告げたところ、応対者は一瞬、電話の向こう

で無言になった。あるいは、筆者が道警の裏金疑惑を告発した人

物であることが、電話の向こうの警察官の態度を硬化させたのか

も知れない。電話からは「OB でも一般の方ですから、新聞に出

ていること以外に話すことができません。」という答えが返ってき
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た。 一般の方だったら、もっと分かりやすく説明しても良さそ

うなものだが、木で鼻をくくったような答えであった。市民が警

察の仕事のやり方に疑問を持って聞いてきたときには、警察は分

かりやすく説明する責任があるのではないだろうか。警察は、こ

れこれの捜査をしたが残念ながら容疑者を捕捉できなかった、と

説明すればいいのではないか。 それとも聞かれて困ることを聞

かれたので答えたくなかったのだろうか。こうした警察の態度こ

そが、道民の信頼を失う最大の要因になっている。最近全国各地

で、警察の初動捜査の判断ミスにより、人命が失われた事例も多

い。今回の事件でも、警察官 1人が重傷を負ったが幸いにも命に

別状がなかった。殉職者も出なかった。何よりも、一般市民の命

が奪われることがなかったのは、不幸中の幸いだった。容疑者の

言動からして奇跡と言っても過言でない警察にとって「結果オー

ライ」であったのではないか。警察は、ただ単に良かった、良か

ったで終わらせることなく、初動捜査に問題がなかったのかを検

討して欲しいものだ。話は横道にそれるが、市民の皆さんはお気

づきになったであろうか。深夜に猛スピードで逃走する容疑者の

乗用車を追跡し、容疑者と銃撃戦を展開した道警函館方面本部地

域課のパトカー乗務員の村井光祥警部補（５５歳）と野島茂美巡

査部長（５２歳）のことだ。警部補は容疑者に撃たれて重傷を負

い巡査部長は応射して容疑者を射殺した。こうした修羅場で命を

懸けて仕事をしている警察官の年齢が５０歳代であることだ。こ

の年代になると深夜の勤務はきついはずだ。それでも彼らは、何

かがあれば身体を張って仕事をする。このことを警察上層部は、

忘れて欲しくないのだ。これからけん銃の使用が正当かどうか、

問疑されることだろう。例え相手が暴力団員であろうとけん銃の

使用が、適法かどうかは明確にしなければならない。報道された

状況を見る限り２人は冷静に対応している。良くやったと思う。       

                         

19.10. 1(日) 志布志事件捜査は警察の組織犯罪（その１）  

買収会合は虚構 

志布志事件は、平成１５年４月の鹿児島県議選挙で当選した志布 

志市の中山信一県議らが、選挙前の同年２月～３月、支援者宅で 

４回の会合を開き、１１人に現金計１９１万円渡し投票を依頼し 

たとして、１３人（うち１人は買収でも起訴）が起訴された事件 

について、今年２月２３日鹿児島地裁は、「客観的証拠は全くい」 

と事実上、事件が虚構であったことを認め、全員に無罪を言い渡 

した。鹿児島地検は、控訴を断念し無罪が確定した。 

１ 取調官が特別公務員暴行陵虐罪で起訴 

 今年９月１９日、この「志布志事件」で取調べを担当した元鹿 

児島県警捜査二課の浜田隆広警部補（４５歳）を、福岡地検が福 

岡地裁に特別公務員暴行陵虐罪で在宅起訴した。浜田元警部（平 

成１９年８月依願退職）は、鹿児島県警捜査二課の捜査員で志布 

志警察署に捜査の応援に派遣され取調べを担当、平成１５年４月 

１６日、任意で取調べ中の会社役員川畑幸夫さん（６１歳）の両 

足首をつかみ「おまえをこんな人間に育てた覚えはない」などと 

親族の名前で説得する文章を書いた紙を踏ませるいわゆる「踏み 

字」を強要し、精神的苦痛を与えたという容疑だ。取調べは、川 

畑さんが中山信一候補の対立候補派の有権者に中山県議への票 

を依頼しビールを配ったという疑いで行われた。この容疑では川 

畑さんは立件されなかったが、別の容疑で逮捕される。川畑さん 

は、この事件でも処分保留で釈放され不起訴になった。そして川 

畑さんは、平成 16年、「踏み字」を強要され精神的な苦痛を与え 

られたとして、鹿児島県に 200万円の損害賠償を求めて提訴、鹿 

児島地裁は今年 1月に訴えを認めて 60万円の賠償を認めた。さ 

らに川畑さんは、浜田元警部補を鹿児島地検に特別公務員暴行陵 

虐罪で刑事告訴した。浜田元警部補は起訴されたが、この志布志 

事件では起訴された１３人の被告（１人は死去により公訴棄却） 

がいる。この人たちにも同じような取調べが行われていた疑いが 

ある。警察の捜査は、組織捜査が大原則である。捜査を指揮して 

いた鹿児島県警本部長以下の幹部には、刑事責任はないのか。組 

織として違法捜査を指示し、あるいは許容していたのではないか。 

この事件の捜査は、捜査に名を借りた警察の組織的犯罪の疑いが 

濃厚だ。決して取調べを担当した浜田元警部補１人が、刑事責任 

を追及されるべき問題ではない。 

２ 日本の刑事裁判             

 志布志事件では、平成年１５年４月２２日に最初の逮捕者が出 

てから、１０月１０日に鹿児島地検が１３人を起訴するまでの間 

、志布志警察署と鹿児島地検が、逮捕・処分保留・釈放を繰り返 

し、延べ逮捕者数は２３人に及んだ。裁判は、平成１５年７月３ 

日の第１回公判から平成１９年２月２３日の無罪判決まで５４ 

回開かれた。判決までに３年８ヶ月もかかっている。捜査の段階 

で、取調官が聞くことを禁じられている弁護人と被告人らとの接 

見内容を取調べで聞き出し、弁護人と被告人の離反を画策、一部 

の被告人が弁護人との接見を拒否、弁護人を解任する事態になっ 

たほか、国選弁護人が捜査を妨害したとして、検事が裁判所にそ 

の解任を請求、裁判所もこれを認めるなど、警察と検察が被告人 

の防禦権を不当に侵害していた疑いも露見している。こうした捜 
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査のなかで、被告人のうち６人が自白しているが、裁判ではその 

自白の任意性、信用性を巡って多くの時間が費やされた。最高検 

察庁は、８月１０日富山の女性暴行えん罪事件や全員が無罪にな 

った志布志事件を受けて、両事件について「自白偏重が主な要因 

となった」などとする検証結果や再発防止策をまとめた報告書を 

公表した（以下「最高検検証」という）。日本の刑事裁判では、 

起訴された事件の９９．８％が有罪となるという、ある意味では 

異常とも言える裁判が行われている。鹿児島地裁の無罪判決は、 

例外中の例外と考えなければならない。日本の刑事裁判は、捜査 

機関の作った調書を裁判資料（証拠）とするための儀式（調書裁 

判）、捜査機関が有罪と確認したことを再確認する手続き（捜査 

の追認）という指摘や裁判所が長期間の身柄の拘束を是認するこ 

となどから、自白偏重の人質司法とも呼ばれている。志布志事件 

は、こうした日本の司法制度の一端を担う警察・検察の捜査段階 

で起きた問題ではあるが、日本の刑事裁判が抱える大きな問題と 

決して無関係ではない。ある意味では、起きるべくして起きた事 

件である。志布志事件は、日本の刑事裁判に内在する様々な問題 

が凝縮されている。こうした問題が解決されない限り、同じよう 

な事件がこれからも起こり得る。 

３ 選挙違反の捜査の実態 

 筆者は、北海道警察で何回かの選挙違反事件の捜査を体験した 

ほか、山梨県警捜査二課長と熊本県警捜査二課長として、現場の 

選挙違反事件を指揮したことがある。山梨県警では、捜査の過程 

で警察署の違法捜査を見抜くことができずに、甲府地検に現場の 

捜査員を証拠隠滅等で逮捕された苦い失敗もある。そうした体験 

を基に、警察の選挙違反事件捜査の実態を述べてみよう。統一地 

方選挙、参議院議員選挙、衆議院議員選挙など全国的な規模で行 

われる選挙では、警察は選挙の公（告）示の前には、警察署と警 

察本部に選挙違反取締本部を作る。本部の編成は、警察署長を責 

任者に捜査部門だけではなく、地域、交通、生活安全、警備等あ 

らゆる部門から捜査員が投入される。投票日明けに一斉に検挙に 

着手し、ほぼ１ヶ月で捜査を終了するのが通常である。いつまで 

も、こうした体制を維持することが困難だという警察内部の事情 

のほか、いつまでも捜査を続けると選挙結果を不安定にするとい 

う理屈からだ。志布志事件の捜査は、ほぼ 6ヶ月に及んでいる。 

それだけでも異例な捜査だったことが分かる。鹿児島県警には 

28の警察署がある。選挙違反取締本部がスタートする前には、 

県下の警察署長を一堂に集めた署長会議が開かれ、各警察署長は 

警察本部長から買収事件など悪質な違反を重点に徹底した取締 

りが指示されたであろう。筋のいい事件を検挙した警察署は、警 

察本部長から表彰される。筋のいい事件とは、現金買収等の悪質 

な違反事件であること、逮捕被疑者が多く買収金額も多いこと、 

当選した候補者派の事件で候補者本人を検挙した事件等である。 

警察署長としては、違反が１件もありませんでしたでは済まされ 

ない。署長にとっては、面子をかけても違反を摘発しなければな 

らない。まして、捜査二課で仕事をした経験がある署長としては、 

検挙ゼロではプライドが許さない。署長によっては、次の栄転先 

を考えるかも知れない。警察の犯罪捜査は全て組織として進めら 

れるが、選挙違反事件も例外ではない。選挙違反事件は、全て県 

警の最高責任者である警察本部長の指揮事件であり、違反情報は 

すべて警察署長から捜査二課を通じて警察本部長に報告される。 

県警によっては、事件捜査に着手する前に、本部長室で本部長を 

前に刑事部長、捜査二課長、関係警察署長を交えて着手事件の検 

討会議を設けることもある。御前会議だ。捜査二課では、事件内 

容などから各警察署の着手事件と捜査方針を決め、警察本部長の 

指揮を受けて、警察署長に指示し必要な準備をさせると同時に、 

地元検察庁と打ち合わせをし、警察庁にも着手報告をすることに 

なる。つまり、選挙の違反取締まりは、警察にとっては組織を挙 

げての重要な仕事である。また、選挙違反事件はほかの一般事件 

に比べて、より慎重な捜査が行われる建前になっている。 

 捜査二課は、詐欺、横領等の知能犯事件を専門に捜査する部署 

である。しかし、彼らは詐欺、横領などには見向きもしない。 

 彼らの本当の狙いは、役人の汚職事件である。その次が、選挙 

違反の摘発だ。しかし、彼らは選挙が民主主義の根幹に関わる問 

題などという高尚な考えを持っている訳ではない。志布志事件で 

は、本部の捜査二課からＩ警部と浜田警部補が応援のために志布 

志警察署に派遣された。これ以外にも警察本部からかなりの人数 

の捜査員が派遣されていたという。志布志事件の捜査体制がどの 

程度の規模だったのかは分からないが、逮捕者数からして取調担 

当者（補助者を含む）は最低でも２０人以上は必要で、そのほか 

に裏付捜査班、捜査記録を整理する庶務班、身柄押送班等も必要 

だ。逮捕者が多数のときには、通謀を防ぐためほかの警察署に身 

柄を分散留置する。取調べは、留置先の警察署で行われる。取調 

べの結果報告は捜査会議で行われるが、志布志事件の場合には、 

取調官から取調べの結果が記載された「取調小票」が提出されて 

いたことが明らかになっている。特に志布志事件のように逮捕者 

が多い事件では、それぞれの供述内容が大筋で一致していなけれ 

ばならない。供述内容を捜査員から報告させ内容をチェックする 

のはＩ警部の仕事になる。報道によると、Ｋ志布志警察署長とＩ 

警部とは警察採用が同期で捜査二課勤務の経験もあり、多くの贈 

収賄 事件や選挙事件を手がけたと伝えられている。志布志事件 

の捜査では、この２人が事実上捜査を仕切っていたとみられ、捜 
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査の重要な場面で捜査員を直接指揮していたことが捜査員の証 

言で明らかになっている。志布志警察署のＭ生活安全・刑事課長 

（警部）もいるが、この捜査では事実上はＩ警部の指揮下に入る。 

ちなみに、当時の鹿児島県警の上層部は、刑事部参事官（警視） 

のほか捜査二課長Ｍ警視、刑事部長Ｊ警視正（退職）、本部長は 

キャリア官僚のＩ警視長（現関東管区警察局総務部長）である。 

選挙は、民主主義政治の根幹にかかわる問題である。政治家に取 

っては死活問題である。そこで警察と政治家との関係について触 

れておく。地方の県警、特に規模が小さく古い土地柄の警察と政 

治家は密接な関係になりがちだ。県警上層部の天下り先は、県警 

の外郭団体か県内の有力企業になる。そうした企業等は、県の有 

力政治家と深いつながりがある。一方、県警捜査二課などでは、 

政治家のスキャンダルや政治家同士の抗争等の情報を手に入れ 

る。それらは、事件として立件できないものも多いが、こうした 

問題を通じて汚職事件の情報ルートができる。警察は、選挙違反 

や汚職事件の情報を政治家周辺から得ることも多いのだ。また、 

こうした県警では警察官のステータスは比較的高い。警察官の中 

には政治家と縁戚関係にある者も多い。目には見えないこうした 

警察と政治家の関係は、警察庁のキャリア官僚の警察本部長には 

知らされることはない。選挙にも地域差がある。都会の選挙と地 

方の選挙とでは選挙運動の質が全く違う。有権者の意識も違う。 

保守的な土地柄では、地縁、血縁の選挙運動や地域によっては、 

いまだに現金買収、物品買収、饗応による選挙が横行していると 

ころもある。そうした地方では、政治家などの有力者から敵陣営 

の違反情報が警察にタレ込まれる。警察にとっては、選挙違反情 

報の入手はさほど難しくはない。買収するのは地域の有力者など 

の運動員、買収されるのは一般の有権者である。警察の厳しい取 

り調べに簡単に自供する。被買収の被疑者（警察では「足」とい 

う）が２本もあれば、その買収被疑者を逮捕する。そのため有力 

な情報があれば事前の内偵捜査はほとんど行わず、投票日明けに 

いわゆる「たたき割り」捜査が横行することになる。買収被疑者 

の供述から被買収の被疑者を増やし、更に上の買収被疑者と横並 

びの買収被疑者を割り出す。こうした手順でどんどん事件を広げ 

て行き最後には、候補者を頂点とする「候補者○○に係る現金買 

収事件チャート」が作られていく。当然のことであるが、この間 

に必要な場所の捜索を行い証拠品を差押さえ供述内容の裏付け 

をとる。                                              

４ 選挙の事情と志布志事件の始まり   

 志布志事件の舞台になった「曽於郡選挙区」は、定員３に対し 

て自民党現職３人と無所属新人の中山信一氏が立候補し、無所属 

新人の中山氏が現職３人に闘いを挑む形になった。前回の選挙で 

は無投票だったが、中山氏の立候補で激しい選挙戦になった。結 

果は、中山氏が１３，３１２票で第３位当選し、落選した自民党 

現職の候補との差は約１，０００票だった。以下、「最高検検証」 

や報道各社の記事から、志布志事件の捜査経過をまとめてみる。 

 選挙運動期間中から、中山派が現金を配ったなどの噂が流され 

ていたが、当選した中山県議は、平成１５年６月４日、買収事件 

の主犯の疑いで逮捕され、７月に議員辞職に追い込まれる。とこ 

ろが、志布志事件の裁判で弁護側の求めで出廷したＩ警部が、投 

票日の４月１３日の直前に同じ選挙区で２位当選した自民党県 

議（平成１９年６月交通事故で死亡）と面会していた事実を認め 

た。Ｉ警部は、県議との話の内容について「選挙の一般情勢を聞 

きに行った」と釈明した。Ｉ警部とこの県議は、県議が警部の親 

族の仲人を務めたことがあるなど、２人の親しさは県警内でも知 

られていたという。報道などによると、Ｉ警部がこの県議との面 

会で「川畑さんがビールを配った」との情報を得たのは確実で、 

川畑さんが任意の取り調べを受けた４月１４日に、ビールを受け 

取ったとされる４人の建設業者も県警の取り調べを受けている。 

 結局、取り調べでは、情報を裏付ける供述は得られず「たたき 

割り」捜査は失敗に終わり、中山陣営に疑いのかかったビール買 

収容疑事件は幻に終わった。その後Ｉ警部らは別の情報を入手し、 

４月 17日には別の買収容疑で四浦地区の十数人の住民を任意で 

調べている。しかし、この事件も立件することはできなかった。 

 この関係者の中に、後に被告になる５人の名前があったという。 

 こうした経過を経て、志布志警察署は「中山派の懐地区の住民 

が焼酎や現金を配った」とする情報を入手した。この「懐地区」 

は山間部の僅か７世帯、人口２０人程度の集落である。選挙区有 

権者の僅か０．０２％しか有権者はいない。被告とされた１３人 

のうち８人がこの集落の住民であった。志布志警察署は、焼酎を 

受け取ったとされる有権者から任意と称して、執拗な取調べを繰 

り返した結果、そのうちの１人から「焼酎を受け取った」との供 

述を引き出した。さらに、ほかにも焼酎や現金を受け取った有権 

者がいるとの情報を入手し、関係者の任意の事情聴取を開始する。 

 このなかに中山さんが経営する農場で働いていた女性がいた。 

 この女性は、任意で取り調べを受けてから３日目に「知り合い 

に焼酎や現金を配った」と認め、有権者２人も受け取ったと供述 

した。しかし、後の裁判でこの女性を取調べた警部補が、女性の 

姉に「焼酎と現金を受けとったことにして欲しい」と取調室から 

電話させた事実を認めている。このやりとりは、取調補助官が密 
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かに通話内容を録音していたことも判明、警部補はこの録音はＩ 

警部とＫ志布志署長も聴いていたかも知れないと証言した。志布 

志警察署は、４月２２日にこの女性を有権者２人に現金と焼酎を 

配った疑いで逮捕・勾留する（これを「焼酎事件」と称する）。 

 「焼酎事件」の捜査の過程で有権者の１人が、女性の自宅での 

現金供与事件を供述し、ほかの有権者もそれを認めた（これを「第 

１回買収会合事件」と称する）。女性は、当時の警察の取調べに 

ついて「言え、言えと大きな声で怒鳴られ、やっていないと言っ 

ても聞いてくれなかった。もう死んでもいいと思った。怖かった」 

と語っている。逮捕されてから彼女が自供した内容は「自宅で４ 

回の会合を開き、そのとき１１人に合計１９１万円を配った。会 

合には、毎回、中山さんが出席していた」というものだった。 

 投票日から１ヶ月後の５月１３日、鹿児島地検はこの女性を処 

分保留で釈放し、志布志警察署は、再度この女性ら５人を「第１ 

回買収会合事件」で逮捕した。これが、志布志事件の始まりであ 

る。その後、この女性は４ヶ月近く身柄を拘束され、延べ７３７ 

時間の取り調べを受けた。６月４日には、志布志警察署は当選し 

た中山信一県議ら８人を４回目の買収会合事件で逮捕した。その 

後、志布志警察署と鹿児島地検は、逮捕・勾留しては処分保留で 

釈放し、また逮捕・勾留するという強引な捜査を繰り返し、１０ 

月１０日までに４回の買収会合事件で１３人を起訴する。被告人 

らの身柄拘束期間は、８８日から３９５日に及んでいる。この間 

に被告の１人が死亡し、取り調べを苦に自殺を図った住民もいた。 

会合に出席したとされたのは、ほとんどが「懐地区」の住民で同 

じ顔ぶれだった。この事件で逮捕されたのは１５人、志布志警察 

署は６人から「自白」を引き出す。しかし、供述は二転三転する。 

                  
会員投稿 

１９．７．２５（火） 「それでも僕はやってない」を観て 

 ストーリーは、入社面接試験の朝、電車で痴漢と間違われた男

が、否定するも、泣きじゃくる少女を前に聞き入れられず、鉄道

事務室、さらに警察へ引き渡される。自分の無罪を確信する（や

ってないから、当たり前だけど）主人公は、否認し続け、その否

認が反抗的と解釈され、逮捕、裁判へと持ち込まれる、というも

の。もがけばもがくほど、ずるずると落ちていく蟻地獄のような

様相。まともな反論も聞き入れられず、現場状況を再現した実際

的な実験、無罪を主張する証人の証言もとりあげられない。この

地獄を終わらせるには、やってもいない罪を認める以外にない。 

 悪夢のような出来事だけれど、これまでいろいろと聞いてきた

警察、裁判の状況とぴったり一致する。ああ、あの時聞いたこと

はこういうことだったのかと、一つ一つ見せられているようだっ

た。純金より純粋だと、海外から揶揄されている９９．９％の有

罪率。この悪夢を現実に体験した人がどれくらいいるのだろう。 

 そしてこの悪夢を作り出しているのは、密室でおこなわれる取

調べ（どんな人間でも３日で落とせる、と豪語する刑事もいると

聞く）、 "（自分より下の）こいつら（被告）にだまされたくない

"という裁判官のプライド、一度出した告訴を取り下げられないと

いう警察・検察の見栄、有罪を出す判事の方が出世が早いという

現実。その人の人生を決める瞬間に、自分の出世のために有罪を

下せるという事実を、そしてそれが一般的だということに愕然と

する。それはどこか、「生活していくために仕方ないんだよ」とい

う論理で、発展途上国を搾取してはばからない企業の社員の言い

分にも通ずる気がする。私たちは、 "生活（お金）"のために何を

してもいいという、病気にかかっているのではないだろうか。資

本主義は病気ではないのだろうか。その一端が、司法の中で噴出

しているのではないだろうか。司法によって守られる人と、司法

によって殺される人と、どちらが多いのか。この映画は、今、日

本が抱えている司法制度の問題点をありありと見せてくれる。 

 「それでも僕はやってない」公式ホームページ 

 http://www.soreboku.jp/index.html  

 

１９．９．１１（火） 別な角度から見た裏金問題 

 公務員が国民の税金を組織ぐるみで隠匿し、"裏金"を作って、

それを私的に流用する。誰もが「とんでもないことだ」と思う。

それは、業務上の横領行為そのものであり、立派な犯罪であるか

らだ。全国の幾つもの自治体、各地の警察組織、そして教育委員

会などでその犯罪行為を組織的に隠蔽してきたことが次々と露見

した。にも拘わらず、それが国民世論として大きな声になって来

なかった。メディアも積極的に取り上げようとしないし、取り上

げても腰砕けになってしまう。その"裏金づくり"の犯罪が発覚し

ても、誰一人として裁かれないし、罰せられることがない。こん

な奇怪なことって、世界の他の国に存在するのだろうか。よく考

えてみると、これは実に恐ろしい現象ではなかろうか。いずれの

組織も、裏金づくりに直接、間接に関与した人間がどんな人間か

といえば、ほかでもない一定（教育）レベル以上の社会人なので

ある。いわゆる常識を持った人間であり、家庭では子どもの良き

親であったり、地域では住民のために奉仕活動をしている人であ

ったり、また労働組合に所属している人でもあったり、ふつうの

社会人なのだ。更に、関与しなかった人でも、多くは何らかの形

で事実を知っていた筈である。私が恐ろしいと感じたのは、裏金

づくりの土壌を作りだしている日本人の精神構造についてである。
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戦前、日本全国民が天皇制下であの大戦に巻き込まれて行った。

侵略者として、加害者として、この時、少なくない国民が「正義

の戦争」と信じ、あるいは行き詰まった日本経済の活路を見出し、

積極的に加担して行った。しかしそこには徹底した軍国主義教育

があったからだと理解できる。さて今日、裏金づくり問題を考え

た時、どうであろうか。それに加担した人間、その周りにいた人

間は殆どが戦後の民主主義教育を受けた、科学的思考力（＝良識）

を身につけた人間なのだ。いったい、どう理解すればよいのだろ

うか。北朝鮮や中国などの全体主義国家で起きたことではないの

である。悲しいことだが、私たちの国には、基本的には（未だ）

個人主義が根づいていない。そして戦後６２年を経た今も民主主

義が定着していないのだと考えざるを得ない。今もって日本国民

がファッショ体制に与していく素地があるのではないかと危惧

の念を抱くのである。私は思うに、今日の日本にあって「大きな

不正」が行われた時、我が身に不利益が及ぶおそれがあっても、

正しくないと主張し、行動しようとする人間はほんの一握り、そ

して賛同してその人間を支持し、何らかの形で応援しようとする

人間は、多くはないが一定数は存在する。多くは黙して全体の空

気を窺っている・・・・・と。しかし殆どの人は「正しくあって

ほしい」と願っている。ところで裏金問題（＝大きな不正）を考

えたとき、税金を不当に流用し権力を恣（ほしいまま）にする一

部の人間が縦横に使うことを放置することはできない。根絶する

ことは不可能に違いないが、彼等が堂々と悪事を働くことができ

ないよう牽制、監視していくことだけはしなくてはいけない。そ

ういう意味で、この「市民の目フォーラム北海道」の運動の存在

意味は極めて大きいと思う。私はこの運動を、民主主義を守り、

社会的不正を正していくための市民運動のひとつと考えている。

粘り強く、息の長い運動を続けていくことによって、裏金づくり

問題などの悪しき行為を許さないという世論の風を絶やさない

ことに大きな意義があると思っている。 

編集後記     
警察関連ＮＥＷSは、８月４件、９月８件、１０月３件をホーム 

ページに掲載しましたが、紙面の都合上、割愛しました。詳細は、 

CEFHのホームページをご覧下さい。なお次回の第４号は、平成 

２０年１月末頃を予定しております。 

                     


